
最高裁判所大法廷判決（平成 21. 9.30）

憲法は，選挙権の内容の平等，換言すれば，議員の選出における各選挙人の投票

の有する影響力の平等，すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しか

しながら，憲法は，どのような選挙制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国

政に反映させることになるのかの決定を国会の裁量にゆだねているのであるから，

投票価値の平等は，選挙制度の仕組みを決定する唯一，絶対の基準となるものでは

なく，参議院の独自性など，国会が正当に考慮することができる他の政策的目的な

いし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ，国会が

具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである

限り，それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになって

も，憲法に違反するとはいえない。

上記２(1)において指摘した参議院議員の選挙制度の仕組みは，憲法が二院制を

採用し参議院の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとしたこと，都道

府県が歴史的にも政治的，経済的，社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治

的まとまりを有する単位としてとらえ得ること，憲法４６条が参議院議員について

は３年ごとにその半数を改選すべきものとしていること等に照らし，相応の合理性

を有するものであり，国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えているとは

いえない。そして，社会的，経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口の

変動につき，それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるかなどの問題は，

複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要するものであって，その決定は，基本的に

国会の裁量にゆだねられているものである。しかしながら，人口の変動の結果，

投票価値の著しい不平等状態が生じ，かつ，それが相当期間継続しているにもかか

わらずこれを是正する措置を講じないことが，国会の裁量権の限界を超えると判断

される場合には，当該議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが

相当である。

以上は，最高裁昭和５４年（行ツ）第６５号同５８年４月２７日大法廷判決・民

集３７巻３号３４５頁（以下「昭和５８年大法廷判決」という。）以降の参議院（地

方選出ないし選挙区選出）議員選挙に関する累次の大法廷判決の趣旨とするところ

でもあって，基本的な判断枠組みとしてこれを変更する必要は認められない。



（中略）

本件改正の結果によっても残ることとなった上記のような較差は、投票価値の平

等という観点からは、なお大きな不平等が存する状態であり、選挙区間における選

挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあるといわざるを得

ない。ただ、前記２(４)の専門委員会の報告書に表れた意見にもあるとおり、現行

の選挙制度の仕組みを維持する限り、各選挙区の定数を振り替える措置によるだけ

では、最大較差の大幅な縮小を図ることは困難であり、これを行おうとすれば、現

行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となることは否定できない。このような

見直しを行うについては、参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が必要

であり、事柄の性質上課題も多く、その検討に相応の時間を要することは認めざる

を得ないが、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票

価値の平等が憲法上の要請であることにかんがみると、国会において、速やかに、

投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われことが望まれる。


